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○ 関係法令

○ 労働安全衛生法（抜粋）
（報告等）
第百条  厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行する
ため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、
機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は
出頭を命ずることができる。
２　厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため
必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機
関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
３　労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は
労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

○ 労働安全衛生規則（抜粋）
（有害物ばく露作業報告)
第九十五条の六　事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が
定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は
粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるとこ
ろにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七によ
る報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

○ お問い合わせ

　最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署までお願いします。
　所在地の案内、連絡先は、厚生労働省ＨＰ
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html で確認できます。
　このパンフレットは厚生労働省ＨＰ（http://www.mhlw.go.jp/index.shtml）から
も参照いただけます。
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